
保　育
標準時間

保　育
短時間

保　育
標準時間

保　育
短時間

保　育
標準時間

保　育
短時間

0 0 0 0

0 0 0 0

3,000 2,900 0 0

5,000 4,900 0 0

7,000 6,850 0 0

7,000 6,850 0 0

9,000 8,800 0 0

※家庭の状況に変化があった場合、利用者負担額が変更となる場合があります。必ず幼児保育課へ御連絡ください。

※第1階層の里親世帯に該当する場合、幼児保育課へお申し出ください。必要書類の提出があれば、利用者負担額が免除となる場合
があります。

2

3

15 570,000円以上 78,000 76,600 39,000 38,300

年
齢
・
保
育
必
要
量
・
階
層
に
か
か
わ
ら
ず
無
料

市
民
税
所
得
割
額

11 234,000円以上
301,000円未満

45,000 44,200 22,500

14,000

8 14 480,000円以上
570,000円未満

69,000 67,800 34,500 33,900

 
年
 
齢
 
制
 
限
 
な
 
し

22,100

26,050

29,950

10 169,000円以上
234,000円未満

40,000 39,300 20,000 19,650

13,750
97,000円以上
125,000円未満

28,000 27,500

9 125,000円以上
169,000円未満

31,000 30,400

6,850

17,600 9,000

※欠席した場合については、原則として利用者負担額の減額は行いません。

※利用者負担額以外にも、日用品費等の各施設が定める費用が発生します。その他費用については、施設にお問合せください。

2026.4.１～

※利用者負担額は、両親の市民税額（税額控除前所得割額）を基に算定します。市民税額が不明又は未申告の場合は、最高階層
（15階層）として算定します。
※両親がともに非課税の場合は、祖父母等の市民税額を合算して、利用者負担額を算定する場合があります。

※親族以外の同居人がいる場合は、原則として、同居人の市民税額を合算して、利用者負担額を算定します。（事実婚状態と考えら
れる場合等）

※保育所の場合は、利用者負担額は原則として口座引き落としで市に納めていただきます。認定こども園と小規模保育事業の場合
は、各施設で指定された方法により、各施設に納めてください。

※月途中入退園の場合は、該当月の利用者負担額を日割りした額を納めていただきます。

利用者負担額（保育料） ０　円

30,500

7 12 301,000円以上
397,000円未満

53,000 52,100 26,500

15,500 15,200

6

5
8

ひとり親世帯等

5-2

令和8年度（2026年度）つくば市特定教育・保育施設　
利用者負担額（保育料）早見表（２・３号認定）

13 397,000円以上
480,000円未満

61,000 59,900

8,800

ひとり親世帯等

6,000 5,850

ひとり親世帯等

6,850

77,101円以上
79,000円未満

18,000 17,600 8,800

79,000円以上
97,000円未満

21,000 20,600 10,500 10,300

4

5-1
48,600円以上
57,700円未満

14,000 13,700 7,000

4
48,600円未満 12,000 11,700

ひとり親世帯等

6-1
61,000円以上
77,101円未満

18,000

57,700円以上
61,000円未満

14,000 13,700 7,000

6-2

7

9,000

第２子 第３子

3
市民税均等割課税世帯 9,000 8,800 4,500 4,400

ひとり親世帯等

利用者負担額
（保育料）

◆３～５歳児クラスの利用者負担額（保育料）◆

◆０～２歳児クラスの利用者負担額（保育料）◆

市民税額等
きょうだい
カウント

利用者負担額
（保育料）

利用者負担額
（保育料）

2
市民税非課税世帯

1 1 生活保護世帯及び里親世帯 円 円 円 円

国階層
区分

市階層
区分

階層定義 第１子


